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新型転換炉原型炉ふげんの使用済燃料に係る搬出計画の見直しについて 

 

 

日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）は、新型転換炉原型炉ふげんの使用

済燃料の搬出に向け、令和５（2023）年度から令和８（2026）年夏頃の期間にて仏国

へ搬出を完了する計画としていましたが、輸送容器の構成部品の寸法を変更する等の

必要が生じたため、当該搬出計画を見直すこととし、遅くとも年内までに検討結果を

取りまとめ、可能な限り早期の搬出を目指して、日仏事業者間での協議、検討を行っ

てまいりました。 

 

その結果、見直しの要因として、①輸送容器の設計変更に伴う対応、②仏国事業者

が実施する仏国の再処理許可取得に関する確認試験の実施に伴う対応を踏まえ、搬出

計画を令和９（2027）年度から搬出を開始し、令和 13（2031）年度に搬出を完了する

計画に変更することとしました。 

今般の見直しに伴う廃止措置計画全体への影響はなく、廃止措置の完了時期（令和

22（2040）年度）は変更ありません。 

 

以上について、12 月 22 日、文部科学省から福井県及び敦賀市へご説明いたしまし

た。 

 

原子力機構としましては、仏国等の関係機関との調整を密に行いながら、見直し後

の搬出計画に基づき使用済燃料の搬出を完了できるよう、着実に取り組んでまいりま

す。 

 

 

（参考資料） 

新型転換炉原型炉ふげん使用済燃料の搬出計画の見直し 
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廃止措置
工程
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新型転換炉原型炉ふげん使用済燃料の搬出計画の見直し 2023年12月

輸送容器の製造
（計６基：輸送に係る許認可等の取得を含む。）

原子炉周辺設備解体撤去期間 建屋解体期間

仏国事業者にて製造中の使用済燃料の輸送容器について、一部の設計に変更が必要となったことを受け、搬出計画を再検証した上で、見直しを実施。
（見直しの結果）

開始時期：令和５年度⇒令和９年度、完了時期：令和８年夏頃⇒令和13年度
この見直しに伴う廃止措置計画全体への影響、廃止措置の完了時期（令和22年度）の変更はない。

参考資料

使用済燃料の搬出
令和５年度搬出開始、令和８年夏頃搬出完了

輸送容器の製造
（計６基：衝撃吸収カバーの
設計変更に伴う材料調達等を
含む。） 使用済燃料の搬出 ※

令和９年度搬出開始、令和13年度搬出完了

※ ・ 仏国事業者は、仏国での初回受入れ後（次回受入れ
前まで）に使用済燃料の溶け方（溶解率）に関する
確認試験を実施し、仏国規制当局の許認可を受ける。

・ 搬出作業の実施状況は、核物質防護の観点を踏まえ
て報告、公表予定。

原子炉本体解体撤去期間

原子炉冷却系統施設・計測制御系統施設等の解体

輸送容器の使用及び輸送に係る許認可等の取得
（衝撃吸収カバーの設計変更に伴う対応含む。）


